
町 ま る ご と テ ー マ パ ー ク 強 化 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 補 助 金 は 、 町 内 に お け る 新 た な 観 光 コ ン テ ン ツ を

創 造 し 、 町 ま る ご と テ ー マ パ ー ク を 実 現 す る た め に 地 域 団 体

等 が 、 観 光 誘 客 を 目 的 と し て 実 施 す る 事 業 に 対 し 、 そ の 経 費

の 全 部 ま た は 一 部 を 補 助 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 補 助 対 象 団 体 ）  

第 2 条  こ の 補 助 金 の 補 助 対 象 団 体 は 、 本 部 町 内 の 地 域 団 体 等

と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 3 条  地 域 団 体 と は 、法 人 格 を 持 た な い 任 意 の 団 体 で 、か つ 、

本 町 に 事 業 所 を 置 く 団 体 を い う 。  

（ 交 付 の 対 象 ）  

第 4 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 は 、 町 長 が 承 認 し た 町

ま る ご と テ ー マ パ ー ク 強 化 事 業 計 画 （ 以 下 「 事 業 計 画 」 と い

う 。） に 掲 載 さ れ た 事 業 の う ち 、 次 に 掲 げ る 経 費 に 対 し て 、

予 算 の 範 囲 内 に お い て 交 付 す る 。  

(1)本 事 業 を 実 施 す る こ と に よ り 、 継 続 的 に 観 光 誘 客 に つ な

が る こ と が 期 待 で き る 事 業 の 経 費  

(2)そ の 他 町 長 が 認 め る も の に 要 す る 経 費  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 5 条  補 助 金 の 額 は 、１ 地 域 団 体 あ た り ５ ０ 万 円 以 内 と す る 。

た だ し 、 町 長 が 特 別 に 認 め る 場 合 は そ の 限 り で な い 。  

（ 事 業 計 画 の 作 成 及 び 提 出 ）  

第 6 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項

を 記 載 し た 事 業 計 画 を 作 成 し 、 当 該 計 画 を 町 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

(1) 交 付 対 象 事 業 等 の 名 称 及 び 概 要  

(2) 交 付 対 象 事 業 等 の 目 的 、 効 果 及 び 実 施 内 容  

(3) 交 付 対 象 事 業 等 に 要 す る 費 用  

(4) そ の 他 必 要 な 事 項  

（ 事 業 計 画 の 承 認 ）  

第 7 条  町 長 は 前 条 の 規 定 に よ り 送 付 さ れ た 事 業 計 画 の 承 認 に

つ い て 、 あ ら か じ め 事 業 計 画 審 査 会 の 意 見 を 聴 く も の と し 、

そ の 結 果 を 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  事 業 計 画 審 査 会 は 、 副 町 長 、 産 業 振 興 統 括 監 、 総 務 課 長 、

企 画 商 工 観 光 課 長 、 農 林 水 産 課 長 、 教 育 委 員 会 事 務 局 長 を も



っ て 構 成 す る 。  

（ 補 助 申 請 等 ）  

第 8 条  補 助 金 の 申 請 及 び 実 績 報 告 等 に つ い て は 、 本 部 町 補 助

金 等 の 交 付 に 関 す る 規 則（ 昭 和 54 年 規 則 第 2 号 ）に 準 ず る 。  

 

  附  則  

 こ の 訓 令 は 、 令 和 ５ 年 ８ 月 ２ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


